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１．入札説明書の定義 

 
この入札説明書（以下「本件入札説明書」という。）は、独立行政法人国立病院機構（以下

「機構」という。）が「民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律」（平

成11年7月30日法律第117号。以下「ＰＦＩ法」という。）に基づき、特定事業として選定した

四国がんセンター職員宿舎等整備事業（以下「本事業」という。）を実施する民間事業者を総合

評価一般競争入札により募集及び選定するにあたり、入札参加者を対象に交付するものです。 
事業の基本的な考え方については、平成16年１月30日に公表した実施方針等（添付資料を含

む。）と同様ですが、本事業の条件等について、実施方針等に対する質問・回答及び意見・提

案を反映しています。したがって、入札参加者は入札説明書の内容を踏まえ、入札に必要な提

案書を提出することとします。 
また、入札説明書に添付している「四国がんセンター職員宿舎等整備事業に関する要求水準

書」（以下「要求水準書」という。）、「様式集」、関係図面等（以下「付属資料」という。）、

「落札者決定基準」、「四国がんセンター職員宿舎等整備事業に関する事業契約書（案）」（以

下「事業契約書（案）」という。）、「四国がんセンター職員宿舎等整備事業に関する基本協

定書（案）」（以下「基本協定書（案）」という。）は、入札説明書と一体のもの（以下「入

札説明書等」という。）です。 
なお、入札説明書と実施方針等及び実施方針に関する質問・回答に相違のある場合は、入札

説明書の規定内容を優先します。また、入札説明書に記載がない事項については、実施方針等

及び実施方針に関する質問・回答及び入札説明書等に関する質問・回答によることとします。 
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２．対象事業の概要 

 
（１）公告日 

平成１６年４月２７日 
 

（２）公共施設等の管理者の名称 
独立行政法人国立病院機構理事長 矢崎 義雄 
（独立行政法人国立病院機構理事長から本事業について事務の委任を受けた者 

経理責任者 独立行政法人国立病院機構四国がんセンター院長 高嶋 成光） 
 
（３）事務局 

独立行政法人国立病院機構四国がんセンター 
事務部企画課（担当 三嶋） 
e－mail：tmishima@shikoku-cc.go.jp 
住 所：〒790-0007 愛媛県松山市堀之内13 
電 話：  089-932-7190（直通） 
ファックス：089-931-2428 
四国がんセンターホームページ：http://ky.ws5.arena.ne.jp/NSCC_HP/top_page/ 

 
（４）事業名称 

四国がんセンター職員宿舎等整備事業 
 
（５）事業内容 

１）公共施設等の種類等 
職員宿舎及び院内保育所、これらに附帯する工作物 

２）事業方式 
四国がんセンター職員宿舎等整備事業（以下「本事業」という。）は、ＰＦＩ法に基づ

き、選定事業者が四国がんセンター職員宿舎及び院内保育所等（以下、「本施設」という。）

の設計業務、建設業務等を行った後、機構に所有権を移転し、事業期間中、維持管理業務

を行う方式（BTO（Build, Transfer, Operate）方式）により実施します。 
本事業は、本施設の設計及び建設並びに本施設の維持管理業務に係る対価として機構が

選定事業者に費用を支払うものです。 
３）事業期間 

本事業の事業期間は、契約締結日から平成３８年 3 月までとします。 
４）事業の範囲 

選定事業者が実施する本事業の主な範囲は以下のとおりです。 
 

①本施設の設計業務及び建設業務等 
（外構、付帯施設（駐車場、駐輪場等）を含みます。） 
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・施設整備に係る設計業務（基本設計及び実施設計） 
・施設整備に係る建設業務 
・建設業務に伴う各種申請等の業務 
・工事監理業務 
・近隣調整・準備調査等業務 
・電波障害調査・対策業務 
・施設の所有権移転業務 
・その他これらを実施する上で必要な関連業務 

②本施設の維持管理業務 
・昇降機保守点検業務 
・消防用設備等保守点検業務 
・給水設備清掃等業務 

 
（注）※管理人業務及び、宿舎内外の共用施設部分、院内保育所、外構の清掃等維持管理は本

事業の対象外とします。 
 

５）附帯収益施設の併設について 
本地域は市街化調整区域であることから、収益施設等の附帯的施設の併設は、原則認め

ません。 
 
（６）施設の立地条件 
 

名称 独立行政法人国立病院機構四国がんセンター職員宿舎 

建設予定地 愛媛県松山市南梅本町甲１６０ 

敷地 ア）敷地面積：約８，４００㎡ 
・宿舎等整備対象敷地（以下「対象敷地」という。）： 

約５，７５０㎡（駐車場の一部・広場等を含む） 
・事業対象外部分： 

約２，６５０㎡（構内道路及び駐車場の一部） 
※ 病院本体工事との調整から対象面積を変更する可

能性あり。 

イ）敷地周辺状況 

現在、病院本体工事、外構工事が行われており（平成17年

度中完成予定）、職員宿舎工事との調整が必要。 

用途地域 市街化調整区域 

容積率 ２００％以下 

建ぺい率 ６０％以下 
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（７）施設の概要 
基本的な施設構成については以下のとおりです。施設構成、規模、設計要件等の詳細に

ついては、要求水準書を参照すること。 
 
１）職員宿舎 

分類 基準単位面積 数量（戸） 面積（㎡） 

Ｂタイプ 54 ㎡以上 32 1,728

Ｃタイプ 65 ㎡以上 12 780

Ｒタイプ 33 ㎡以上 30 990

住戸 

 

Ａタイプ 27 ㎡以上 34 918

小計 108 4,416

会議室 65 ㎡以上 1 65

想定延べ床面積  109 4,481 ㎡以上

 
※共用スペースは除く。 
※B、Cタイプは世帯用住戸、Rタイプは単身（赴任者）用住戸、Aタイプは独身用住戸を想

定しています。 

 
２）院内保育所 

室名（用途） 単位面積（㎡） 数量 面積（㎡） 備考 

保育室 1 19 ㎡以上 1 19 

保育室 2 18 ㎡以上 1 18 

乳児室 38 ㎡以上 1 38 

遊戯室 29 ㎡以上 1 29 

給食・調理室 13 ㎡以上 1 13 

職員室 10 ㎡以上 1 10 

小児用便所 5 ㎡以上 1 5 

職員用便所 1.5 ㎡以上 1 1.5 

シャワー室（沐浴室） 2.5 ㎡以上 2.5 

小計 136 

共用スペース 23 ㎡以上 1 23 通路、玄関・非

常口等ｽﾍﾟｰｽ等

延床面積  159 ㎡以上 

 
３）外構 

  項 目 概 要 

駐車場 ５３台以上 

駐輪場 約２００台 

広場 約１,９００㎡以上 

保育所運動場 約１５０㎡以上（15ｍ×10ｍ以上） 

（砂場，園庭，倉庫を含む。） 
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（８）機構の支払に関する事項 

機構は、選定事業者が実施する本事業に要する費用のうち、施設の設計業務及び建

設業務等に係る費用（以下「設計・建設費相当分」という。）については、事業期間中、

機構と選定事業者が本事業の実施を目的として設立する特別目的会社（以下「SPC」

という。）との間で締結する事業契約書（以下「事業契約書」という。）に定める額を

選定事業者に支払います。また、施設の維持管理業務に係る費用（以下「維持管理費

相当分」という。）については、事業期間中、事業契約の規定に従い、物価変動等を勘

案して定める額を選定事業者に支払います。 
 
（９）事業に必要と想定される根拠法令等 

本事業にあたっては、ＰＦＩ法及び「民間資金等の活用による公共施設等の整備等に関

する事業の実施に関する基本方針」（平成12年3月13日総理府告示第11号。以下「基本方

針」という。）のほか、下記に掲げる関連の各種法令によることとします。 
【法令等】 
・独立行政法人通則法（平成 11 年 7 月 16 日法律第 103 号）第 28 条第１項の規定に基づ

く業務方法書及び独立行政法人国立病院機構会計規程（仮称）等 
・建築基準法（昭和 25 年 5 月 24 日法律第 201 号） 
・都市計画法（昭和 43 年 6 月 15 日法律第 100 号） 
・消防法（昭和 23 年 7 月 24 日法律第 186 号） 
・高齢者・身体障害者が円滑に利用できる特定建築物の促進にかかる法律（平成 6 年 6 月

29 日法律第 44 号） 
・建設工事に係る資材の再資源化に関する法律（平成 12 年 5 月 31 日法律第 104 号） 
・建築物における衛生的環境の確保に関する法律（昭和 45 年 4 月 14 日法律第 20 号） 
・住宅の品質確保の促進等に関する法律（平成 11 年 6 月 23 日法律第 81 号） 
・水道法（昭和 32 年 6 月 15 日法律第 177 号） 
・労働安全衛生法（昭和 47 年 6 月 8 日法律第 57 号） 
・その他関連する法規等 

【要綱・各種基準等】 

・公共住宅事業者等連絡協議会「公共住宅建設工事共通仕様書」 

・都市基盤整備公団 「工事共通仕様書」 

・都市基盤整備公団 「機材の品質判定基準」（建築編） 

・都市基盤整備公団 「機材の品質判定基準」（電気編） 

・都市基盤整備公団 「機材の品質判定基準」（機械編） 

・日本住宅性能表示基準 

・その他関連要綱・各種基準等 
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（１０）事業スケジュール 
次のスケジュールで本事業を行います。 
基本協定締結 平成１６年 ９月（予定） 
事業契約の締結 平成１６年１１月（予定） 
施設の設計及び建設 平成１６年１２月～平成１８年２月 
完成 平成１８年 ２月末日 
備品搬入、入居者の引越等 平成１８年 ３月 
供用開始 平成１８年 ４月 
維持管理期間 平成１８年 ４月～平成３８年 3 月 
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３．事業者の選定方法 

 
本事業は、設計及び建設段階から維持管理段階の各業務を通じて、選定事業者に効率的・効

果的かつ安定的・継続的なサービスの提供を求めるものであり、民間事業者の幅広い能力・ノ

ウハウを総合的に評価して選定することが必要であることから、落札者の決定に当たっては、

本施設の設計業務及び建設業務等に係る費用及び維持管理業務に係る費用の額、並びに事業運

営能力、設計及び建設能力、維持管理能力等その他の条件により決定（いわゆる総合評価方式

による一般競争入札）します。 
落札者の決定は、まず入札参加資格等要件を備えていることを確認し、次いで入札金額の確

認及び提案内容の審査を行った後、総合評価値を算出することにより実施します。 
なお、本事業は、1994年4月15日マラケシュで作成された政府調達に関する協定の対象であ

り、「国の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令」（昭和55年11月18日政令第300
号）が適用されます。 
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４．入札参加資格等 

 
（１）入札参加者が備えるべき条件等 

１）入札参加者の構成等 
入札参加者の構成等は次のとおりとします。 

①入札参加者は、設計業務、建設業務及び維持管理業務等、事業範囲に含まれる各業務を

実施することなどを予定する単体企業（以下「入札参加企業」という。）又は複数の企業

により構成されるグループ（以下「入札参加グループ」という。）とします。 
②入札参加者は、入札参加企業又は入札参加グループの構成員が本事業の遂行上果たす役

割を明らかにするとともに、入札参加グループで申し込む場合には、入札参加表明書の

提出時に代表企業名を明記し、必ず代表企業が入札手続を行うとともに、機構との対応

窓口となることとします。 
③入札参加企業又は入札参加グループの構成員以外の者で、事業開始後、選定事業者から

業務を受託し又は請け負うことを予定している者(以下「協力会社」という。)について

も、入札参加表明書提出時において協力会社として明記することとします。 
 

２）入札参加者及び協力会社の入札参加要件 
入札参加企業、入札参加グループの構成員及び協力会社は、いずれも以下の参加資格要

件を満たし、かつ、４．（１）３）に定める要件を満たすことが必要です。 
①会社更生法（昭和 27 年法律第 172 号）に基づき更生手続開始の申立てがなされている

者又は民事再生法（平成 11 年法律第 225 号）に基づき再生手続開始の申立てをした者

（４．（１）３）の再認定を受けた者を除く。）でないこと。 
②独立行政法人国立病院機構契約事務取扱細則(以下「契約細則」という。)第５条及び第

６条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であっ

て、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同５条中の「特別の理由がある場合」

に該当します。 
③競争参加資格確認申請書及び競争参加資格確認資料（以下「競争参加申請書等」という。）

の提出期限の日から開札の時までの期間に機構の経理責任者及び機構の四国ブロックを

管轄とする官庁から指名停止又は一般競争参加資格停止若しくは営業停止を受けていな

い者であること。 
④本事業のアドバイザリー業務に関与した者と資本面若しくは人事面において関連がある

者でないこと（＊）。 
・本事業のアドバイザリー業務に関与した者は、次のとおりです。 
パシフィックコンサルタンツ株式会社 
アイテック株式会社 
三井安田法律事務所 

（＊）資本面若しくは人事面において関連がある者とは、次の者をいいます。（以下同様と

します。） 
・資本面において関連がある者とは、当該会社の発行済株式総数の 100 分の 50 を超
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える株式を有する者又はその出資の総額の 100 分の 50 を超える出資をしている者 
・人事面において関連がある者とは、当該会社の代表権を有する役員を兼ねている者 

⑤入札参加企業、あるいは入札参加グループの構成員及び協力会社のいずれも他の入札参

加企業、入札参加グループの構成員又は協力会社として参加していないこと。 
⑥審査委員会の委員が属する企業又はその企業と資本面若しくは人事面において関連があ

る者でないこと。 
⑦直近１年間の法人税、法人住民税、消費税及び地方消費税を滞納していないこと。 
⑧競争参加申請書等に虚偽の事実を記載したものであると認められる者でないこと。 
⑨経営の状況又は信用度が極度に悪化していると認められる者でないこと 
 

３）入札参加者の資格等要件 
入札参加企業、入札参加グループの構成員及び協力会社のうち、設計、建設及び維

持管理の各業務に当たる者は、各業務に応じ①、②、③、④及び⑤の要件を満たして

ください。 
また、会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法

に基づき再生手続開始の申立てをした者については、手続開始の決定後、四国ブロッ

クの一般競争参加資格の再認定を受けていることとします。 
なお、①、②、③、④及び⑤のうち複数の要件を満たす者は、当該複数の業務を実

施することを妨げませんが、工事監理業務と建設業務は、資本面、人事面において関

連がある企業が兼ねることはできません。 
①設計業務に当たる者 
ア 建築士法（昭和25年法律第202号）第23条第１項に基づく一級建築士事務所登録を行

っていること。 
イ  厚生労働省から四国ブロックにおける平成15・16年度の一般競争参加資格の認定を

受けており、その業種区分が「建築関係建設コンサルタント業務」の「Ａ」等級に格付

されている者 
ウ 平成６年度以降に次に揚げる設計実績を有すること。 

・ＲＣ造又はＳＲＣ造地上５階建て以上、延床面積4,500㎡以上の共同住宅建築の新築

又は増築。 
②工事監理業務に当たる者（以下「工事監理企業」という。） 
ア 厚生労働省から四国ブロックにおける平成１５・16年度の一般競争参加資格の認定を

受けており、その業種区分が「建築関係建設コンサルタント業務」の「Ａ」等級に格付

されている者であること。 
イ 平成６年度以降に次に揚げる工事の工事監理業務実績を有すること。 

・ＲＣ造又はＳＲＣ造地上５階建て以上、延床面積4,500㎡以上の共同住宅建築の新築

又は増築。 
③建設業務のうち建築工事に当たる者 
ア 建設業法（昭和22年法律第100号）第3条第1項の規定により、建築工事業に係る特定

建設業の許可を受けた者であること。 
イ 本工事に対応した監理技術者資格者証（建築）の交付を受けている主任技術者又は監
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理技術者を当該工事に専任で配置できること。 
ウ 厚生労働省から平成15・16年度四国ブロックにおける「建築一式工事」に係る一般競

争参加資格の認定を受けており、その業種区分が「建築一式工事」の「Ａ」等級に格付

けされている者であり、客観的事項（共通事項）について算定した点数が1,050点以上

の者であること。 
エ 平成６年度以降に元請けとして完成引渡しが完了した次に揚げる工事の施工実績を有

すること。（共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が20％以上の場合のものに

限る。また、施工実績は施工中のものを除く。） 
・ＲＣ造又はＳＲＣ造地上５階建て以上、延床面積4,500㎡以上の共同住宅建築の新築

又は増築。 
④建設業務のうち上記③以外の建設工事（建設業法第 2 条第 1 項に規定する工事）に当た

る者 
ア 建設業法第 3 条第 1 項の規定により、当該建設工事の種類に応じて許可を受けた

者であること 
⑤維持管理業務に当たる者（以下「維持管理企業」という。）は、次の要件を満たすこと 
ア 平成6年度以降に、本事業における施設と同等以上の規模（108戸数）の住宅の維持管

理業務実績があること。 
イ 平成16・17・18年度一般競争（指名競争）参加資格（全省庁統一）審査において、資

格の種類が「役務の提供等」、競争参加ブロックが「四国」、営業品目が「建物管理等

各種保守管理」の「Ａ」又は「Ｂ」等級に格付けされている者であること 
 

４）入札参加グループの構成員の変更等 
入札参加表明書により参加の意思を表明した入札参加企業、あるいは入札参加グループ

の構成員及び協力会社の変更及び追加は原則として認めません。ただし、やむを得ない事

情（入札参加グループの構成員が指名停止等に該当する場合は除く。）が生じた場合は、機

構と協議を行うこととします。協議の結果、機構が妥当と認めた場合には、入札参加グル

ープの代表企業以外の構成員及び協力会社を、入札参加資格の確認を受けた上で入札提出

書類（「８．提出書類等」に示す入札参加者が入札時に提出する書類等をいいます。以下同

様とします。）の提出期限までに変更及び追加することができるものとします。 
 
５）入札参加資格確認後の取扱い 

①入札参加資格を有するとの確認を受けた入札参加企業、あるいは入札参加グループの構

成員又は協力会社のいずれかが、開札日において、４．（１）２）及び４．（１）３）に

定める要件の一つでも満たさない場合（以下「指名停止等に該当する場合」という。）に

は、入札参加資格がない者に該当するので、当該企業あるいは当該グループは、入札の

参加は認められません。 
②開札日以降、落札者決定の日までに、入札参加企業、あるいは入札参加グループの構成

員又は協力会社のいずれかが、指名停止等に該当する場合には、当該入札参加者が提出

した事業提案は審査の対象としないものとします。 
③落札者について、落札者決定以降、事業契約締結までに指名停止等に該当する場合には、
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失格とします。 
 
（２）応募に関する留意事項 

１）入札説明書の承諾 
入札参加者は、｢８．提出書類｣に掲げる競争参加資格確認申請書及び競争参加資格確認資

料の提出をもって入札説明書等の記載内容を承諾したものとみなします。 
 
２）費用負担 

応募に関し必要な費用は、すべて入札参加者の負担とします。 
 
３）入札保証金及び契約保証金 

①入札保証金は、免除します。 
②契約保証金は、免除します。 

ただし、選定事業者は、設計及び建設工事の履行を確保するため、設計及び建設に係る

対価（４（３）５）②参照）から割賦金利額を除いた金額の10分の３以上の金額について、

工事履行保証証券による保証、又は機構を被保険者とする履行保証保険契約を締結し、当

該契約締結後速やかにその保険証券を機構に提出することとします。 
SPCを被保険者とした場合には、その保険金請求権に事業契約書(案)に定める違約金支

払債務を被担保債務とする質権を機構のために設定することとします。 
上記いずれの場合でも、履行保証保険等の有効期間は、設計・建設工事期間全体としま

す。 
 
４）日本政策投資銀行の融資等の取扱いについて 

本事業は、日本政策投資銀行の「民間資金活用型社会資本整備」融資等の対象となる可

能性がありますが、選定事業者が自らの責任でその活用を行うこととし、機構は同行から

の調達の可否による条件変更は行いません。 
なお、当該融資制度の趣旨は、民間事業者の提案喚起及び選定事業の安定性向上にある

ことから、当該融資を提案に織り込む場合には、民間金融機関と同様の金利を前提とする

こととしているので、この点に留意して、提案を行うこと。 
また、当該融資制度の詳細、条件等については、入札参加者が直接同行に問い合わせを

行うこと。（なお、無利子融資制度については、平成１８年３月３１日までの時限措置で

す。） 
 
５）競争参加申請書等の取扱い 

①提出された競争参加申請書等を競争参加資格の確認以外に入札参加者に無断で使用する

ことはありません。 
②提出された競争参加申請書等は返却しません。 
③競争参加申請書等の変更等の禁止 

提出された競争参加申請書等の変更、差し替え又は再提出は原則として認めません。 
なお、例外的に、提出された競争参加申請書等の差し替え又は再提出を指示した場合
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であっても、競争参加申請書等の提出期限以降の差し替え又は再提出は認めません。 
 
６）入札提出書類の取扱い 

①著作権 
本事業に関する入札提出書類の著作権は入札参加者に帰属します。また、入札参加者

から提出された資料は、民間事業者の選定に関わる公表以外に入札参加者に無断で使用

することはありません。 
なお、入札提出書類は入札者に返却しません。 

②特許権等 
提案内容に含まれる特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づ

いて保護される第三者の権利の対象となっている事業手法、工事材料、施工方法、維持

管理方法等を使用した結果生じた責任は、原則として入札参加者が負うこととします。 
③入札提出書類の変更等の禁止 

入札提出書類の変更、差し替え又は再提出は認めません。 
 
７）機構からの提示資料の取扱い 

機構が提供する資料は、入札に係る検討以外の目的で使用することはできません。 
 
８）入札参加者の複数提案の禁止 

入札参加者は、１つの提案しか行うことはできません。 
 
９）使用言語、単位及び時刻 

入札に関して使用する言語は日本語、単位は計量法（平成4年5月20日法律第51号）に定

めるもの、通貨単位は円、時刻は日本標準時とします。 
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（３）入札の実施 
入札に関するスケジュールは、以下のとおりとします。 

 
日 付 内 容 

平成１６年４月２７日(火) 入札公告 
平成１６年５月１３日(木) 入札説明書等に関する説明会 
平成１６年５月２４日(月) 

～５月２８日(金) 
入札説明書等に関する第１回質問受付期間 

平成１６年６月１５日(火) 入札説明書等に関する第１回質問への回答 
平成１６年６月１７日(木) 

～６月２１日(月) 
競争参加申請書等の受付期間 

平成１６年６月２８日(月) 競争参加資格の確認等結果の通知 
平成１６年６月３０日(水)～７月５日(月) 入札説明書等に関する第２回質問受付期間 
平成１６年６月３０日(水)～７月５日(月) 
 

競争参加資格がないと認めた理由の説明要求の受

付期限 

平成１６年７月１５日(木) 
競争参加資格がないと認めた理由の説明要求に係

る回答 
平成１６年７月２６日(月) 入札説明書等に関する第２回質問への回答 
平成１６年８月１７日(火) 入札提出書類の受付 
平成１６年８月１７日(火) 開札 
平成１６年９月 
 

落札者の決定 
落札者との基本協定締結 

平成１６年１１月 仮契約締結 
平成１６年１１月 契約締結 
平成１６年１２月～平成１８年３月 本施設の設計・建設期間 
平成１８年２月２８日 完成 
平成１８年３月１日 

～平成１８年３月３１日 
機構による備品搬入、入居者の引越作業等期間 

平成１８年４月１日 施設の引渡日、所有権の移転 
平成１８年４月１日 

～平成３８年３月３１日 
施設の維持管理期間 

 
（注）資料等を追加して公表する場合もあり、その場合は適宜質問・回答の機会を設けます。 
 

１）入札説明書等に関する説明会の実施 
入札説明書等に関する説明会及び現地見学について、次の要領で実施します。 
①入札説明書等に関する説明会 
ア 日 時：平成１６年５月１３日（木）午後２時から 
イ 場 所：〒790-0007 愛媛県松山市堀之内１３ 

独立行政法人国立病院機構四国がんセンター 
管理棟２階会議室 
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②入札説明書等に関する説明会への参加申込 
入札説明書等に関する説明会への参加希望者は、以下の要領にて入札説明書等に関す

る説明会参加申込書（様式１－①）を提出すること。 
 

ア 受付期間 平成１６年４月２８日(水)～平成１６年５月１２日(水) までの土

曜日、日曜日を除く毎日 
午前９時から午後５時まで 

イ 提出先 ２．（３）に同じ 
ウ 提出方法 ・ＦＡＸ 

・電子メール 

提出書類の詳細及び記載方法等並びに様式番号は、様式集を参照

のこと。 
 

③現地見学について 
現地見学を希望する者は、事前に事務局へ電話又は電子メールにて問い合わせること。

なお、申込期限日は開札の日の前日までとする。 
 

２）既存資料の閲覧及び有償資料の申込受付 
①既存資料の閲覧 
ア 日 時：平成１６年５月１３日（木）～平成１６年７月３０日（金）までの土曜日、

日曜日を除く毎日、午前９時から午後５時まで 
イ 場 所：申込に応じて事務局の指示する場所 
ウ 閲覧資料：次に掲げる資料を閲覧に供します。 

1.一団地認定に関する資料 
2.地質調査に関する資料 
3.有償領布資料のサンプル 

②既存資料閲覧の申込 
既存資料の閲覧を希望する者は、以下の要領にて既存資料閲覧申込書（様式１－②）

を提出すること。 
 
ア 受付期間 平成１６年４月２８日(水)～平成１６年７月３０日（金）までの土

曜日、日曜日を除く毎日 
午前９時から午後５時まで 

イ 提出先 ２．（３）に同じ 
ウ 提出方法 ・ＦＡＸ 

・電子メール 

提出書類の詳細及び記載方法等並びに様式番号は、様式集を参照

のこと。 
 

③有償資料の領布 
ア 日 時：平成１６年５月１３日（木）～平成１６年７月３０日（金）までの土曜日、

日曜日を除く毎日、午前９時から午後５時まで 
イ 場 所：申込に応じて事務局の指示する場所 
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ウ 領布資料：次に掲げる電子データを納めた電子媒体（ＭＯ）を有償領布します。 
1.造成レベル図 

2.現況レベル図 

3.外構レベル図 

4.時刻日影図 

5.等時間図 

6.自己日影検討図 

7.用地実測図 
エ 領布価格：一式 ２，１００円（消費税込み） 
オ 領布方法：次に掲げる資料を有償領布します。 
④有償資料の購入申込 

有償資料の購入を希望する者は、以下の要領にて有償資料の購入申込書（様式１－③）

を提出すること。 
 
ア 受付期間 平成１６年４月２８日(水)～平成１６年７月３０日（金）までの土

曜日、日曜日を除く毎日 
午前９時から午後５時まで 

イ 提出先 ２（３）に同じ 
ウ 提出方法 ・ＦＡＸ 

・電子メール 

提出書類の詳細及び記載方法等並びに様式番号は、様式集を参照

のこと。 
 
３）入札説明書等に関する質問及び回答 

入札説明書等の内容に関する質問がある場合は、以下の要領にて質問書を提出すること。 
 

①受付期間 【第１回】 
平成１６年５月２４日(月)～平成１６年５月２８日(金)午後５時 
【第２回】 
平成１６年６月３０日(水)～平成１６年７月５日(月)午後５時 

②提出先 ２（３）に同じ 
③提出方法 ・持参：当該電子ファイルを保存した 3.5 インチのフロッピーデ

ィスクを持参（フロッピーディスクは返却しません。） 
・郵送 

・電子メール 

様式に従い、Microsoft Excel で作成すること。なお、提出書類の

詳細及び記載方法等並びに様式番号は、様式集を参照のこと。 
 

①回答の公表 
質問に対する回答は、ノウハウ等に係り、質問者の権利、競争上の地位その他正当な利

益を害する恐れのあるものを除き、四国がんセンターホームページにおいて公表します。 
ア 第１回質問への回答日：平成１６年６月１５日(火) 
イ 第２回質問への回答日：平成１６年７月２６日(月) 
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４）競争参加申請書等の提出及び競争参加資格の確認 
①競争参加申請書等の提出 

入札参加希望者は、競争参加申請書等を提出し、競争参加資格の有無について確認を受

けなければなりません。 
 
ア 提出期間 平成１６年 6 月１７日(木)から平成１６年６月２１日(月)までの

土曜日、日曜日を除く毎日 
午前９時から午後５時まで 

イ 提出先 ２．（３）に同じ 
ウ 提出方法 競争参加資格申請書等の提出は、提出先へ持参することとし、郵

送又は電送によるものは受け付けません。 
エ 提出書類 競争参加資格の確認申請時に提出する提出書類は、８．提出書類

等を参照してください。なお、提出書類の詳細及び記載方法等並

びに様式番号は、様式集を参照のこと。 
 

②競争参加資格の確認結果の通知 
ア 競争参加資格の確認等結果の通知 

競争参加資格の確認等結果の通知は、代表企業に対して、書面により平成１６年６月

２８日(月)までに通知するとともに受付登録番号を通知します。 
 
③競争参加資格なしとされた場合の扱い 
ア 競争参加資格の確認等の結果、競争参加資格がないと認められた者は、機構に対して、

競争参加資格がないと認めた理由について、次に従い書面により説明を求めることがで

きます。 
 

(1)提出期限 平成１６年６月３０日(月)～７月５日（月）午後５時までの土曜

日、日曜日を除く毎日 
(2)提出先 ２．（３）に同じ 
(3)提出方法 ・持参のみ 

（郵送又は電送によるものは受け付けません。） 
 
イ 機構は、説明を求められたときは、平成１６年７月１５日(木)までに説明を求めた者

に対し書面により回答します。 
 

５）入札提出書類の提出 
①入札の方法 

競争参加資格の確認等の結果、競争参加資格を有する旨の通知を受けた入札参加者は、

入札提出書類を提出することができます。 
ア提出日時 持参：平成１６年８月１７日(火)午後２時 

郵送：平成１６年８月１６日(月)午後５時（必着） 

イ提出方法 持参：下記提出先まで持参 

郵送：書留郵便に限る。（必ず「配達記録郵便」又は「書留郵便小

包」とすること。） 

ウ提出先 ２（３）に同じ。 
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エ提出書類 入札提出書類は、８．提出書類等を参照してください。 

入札提出書類のうち各種提案書については、所定の表紙を付ける

こと。 

提案書は１５部（正：１部、副：１４部）を提出すること。 

提出書類の詳細及び記載方法等並びに様式番号は、様式集を参照

のこと。 

 
②入札価格 

落札者の決定に当たっては、入札書に記載された金額に、当該金額の 100 分の５に相

当する額（以下「消費税等相当額」という。）を加算した金額（当該金額に 1 円未満の

端数があるときはその端数金額を切り捨てた金額）をもって落札価格とします。入札参

加者又は入札参加者の代理人は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税

事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額から消費税等相当額を控除した金額

を入札書に記載することとします。 
 

■四国がんセンター職員宿舎等の設計及び建設、維持管理業務に係る対価 
区 分 項 目 内 容 支払い 

設計・建設に

必要な費用 

・施設整備に係る設計業務費 
・施設整備に係る建設業務費 
・建設業務に伴う各種申請費 
・工事監理費 
・近隣調整・準備調査費 
・電波障害調査・対策費 
・施設の所有権移転業務 
・その他これらを実施する上で必要

な関連業務 
（SPC 設立費用、融資組成手数料、

各種調査費用等） 

割賦 
元本 

設計・ 
建設費 
相当分 

割賦金利 
 

割賦金利 
 

割賦 
金利 

割賦 
代金 

入

札

金

額 

維持 
管理費 
相当分 

・昇降機保守点検業務費 
・消防用設備等保守点検業務費 
・給水設備清掃等業務費 

維持管理費 

サ

｜

ビ

ス 
対

価 

割賦元本にかかる消費税① 消費税① 

落

札

金

額 

消費税 
維持管理費に係る消費税② 消費税② 

消

費

税 
 

【割賦金利相当額の算定基準日】 
割賦金利額は、本施設の設計・建設にかかる費用（以下「割賦元本」という。）につ

いて、元利金等払いにより支払うことを前提とする支払金利により算定した額とします。 
割賦金利額は、基準金利と入札参加者の提案によるスプレッドの合計とします。基準

金利は、午前１０時現在の東京スワップ・レファレンス・レート（Ｔ・Ｓ・Ｒ）として

テレレート 17143 ページに表示されている６ヶ月 LIBOR ベース５年もの（円／円）金

利スワップレートとします。 
なお、入札時には、平成１６年７月１４日（水）に公表される数値を基準金利として

ください。 
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また、以下の費用については、入札価格の算定範囲から除外します。 
・本施設の設計・建設期間中における設計・建設費相当分及び維持管理費相当分に関

する物価変動分。 
・不動産取得税 
 

③入札書は、任意の封筒に入れ封印し提出すること。 
封筒の表には、必ず宛名に「経理責任者 独立行政法人国立病院機構四国がんセンター

院長」及び「四国がんセンター職員宿舎等整備事業に係る入札書在中」と記載し、入札者

の名前を記すること。 
④代理人が入札書を提出する場合には、委任状（様式４）を、入札書を入れた封筒に添付

すること。 
⑤会社の支店長等が支店長等の資格において本入札に参加しようとする場合は、競争参加

申請書等を提出する前日までに、会社の代表者の印鑑証明書を添付した会社制定の様式

による年間委任状（有効期限：平成１７年３月３１日まで）を、競争参加申請書等の提

出先へ提出するとともに、年間委任状（写）を、入札書を入れた封筒に添付すること。 
⑥入札に当たっての留意事項 

・入札提出書類の提出にあたって、提出期限に遅れたときは、入札に参加できません。 
・入札時には身分を証明できるもの（社員証、運転免許証等）を持参すること。 

⑦公正な入札の確保 
ア 入札に当たっては、入札参加者は「私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律」

（昭和22年4月14日法律第54号）に抵触する行為を行ってはなりません。 
イ 入札参加者は、入札に当たっては、競争を制限する目的で他の入札参加者と入札価格

及び提案内容又は入札意思についていかなる相談も行わず、独自に入札価格及び提案内

容等を定めなければなりません。 
ウ 入札参加者は、落札者の決定前に、他の入札参加者に対して入札価格及び提案内容等

を意図的に開示してはなりません。 
⑧入札の取りやめ等 

入札参加者が連合し、又は不穏な行動をなす等の場合において、公正に入札を執行でき

ないと認められる場合、又はその恐れがある場合は、当該入札参加者を入札に参加させず、

又は入札の執行を延期し、若しくは取りやめることがあります。 
なお、後日、不正な行為が判明した場合には、契約の解除等の措置をとることがありま

す。 
 

６）入札の辞退 
競争参加資格の確認等の結果、競争参加資格を有する旨の通知を受けた入札参加者が入

札を辞退する場合は、入札辞退届（様式 11）を機構に提出すること。 
また、入札を辞退した者が、これを理由として、以後の競争入札において、不利益な取

扱いを受けるものではありません。 
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①提出期限 開札の終了まで 
（郵送する場合は平成１６年 8 月１６日(月)午後５時（必着）） 

②提出先 ２．（３）に同じ 

③提出方法 ・持参 

・郵送（必ず「配達記録郵便」とすること。） 

 
７）入札無効に関する事項 

次のいずれかに該当する入札は無効とし、無効の入札を行った者を落札者とした場合に

は落札者の決定を取り消すものとします。 
① 入札公告及び入札説明書等に示した入札参加者に必要な要件のない者のした入札 
② 委任状を持参しない代理人のした入札 
③ 競争参加申請書等に記載された入札参加グループの代表者以外のした入札 
④ 競争参加資格確認申請書その他の一切の提出した書類に虚偽の記載をした者の入札 
⑤ 記名押印を欠いた入札 
⑥ 金額を訂正した入札 
⑦ 誤字、脱字等により意思表示が不明確である入札 
⑧ 明らかに連合によると認められる入札 
⑨ 同一事項の入札について他の代理人を兼ね、又は２人以上の代理をした者の入札 
⑩ 同一事項に対し、２通以上の書類提出がなされた入札 
⑪ その他入札説明書等において示した条件等入札に関する条件に違反した入札 

 
８）開札 

①日 時：平成１６年８月１７日(火) 午後３時 
②場 所：〒790-0007 愛媛県松山市堀之内１３ 

独立行政法人国立病院機構四国がんセンター 
管理棟２階会議室 

③開札は、入札者又はその代理人を立ち会わせて行います。ただし、入札者又はその代理

人が立ち会わない場合においては、入札事務に関係のない機構の職員を立ち会わせて行

います。 
④開札場には、入札者又はその代理人及び入札事務に関係のある職員（以下「入札関係職

員」という。）並びに③のただし書きの立会職員以外の者は、入場することができません。 
⑤入札者又はその代理人は、開札開始時刻後においては、開札場に入場することができま

せん。 
⑥入札者又はその代理人は、開札場に入場しようとするときは、入札関係職員に身分証明

書を提示しなければなりません。代理人をして入札させる場合においては入札権限に関

する委任状（様式 13）を提出しなければなりません。 
⑦入札者又はその代理人は、機構が特にやむを得ない事情があると認めた場合のほか、開

札場を退場することができません。 
⑧開札場において、次の各号の一つに該当するものは当該開札場から退去させることとし

ます。 
ア 公正な執行を妨げようとした者 
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イ 公正な価格を害し、又は不正の利益を得るために連合した者 
⑨開札をした場合において、入札価格が予定価格の範囲に達した入札がないときは、再度

の入札を行います。なお、入札執行回数は、原則として初度と再度の２回を限度としま

す。また、再度入札は機構が指定する日時に行います。 
⑩開札においては入札価格が予定価格の範囲内であることの確認を行い、予定価格の範囲

内の入札書を提出した者を発表します。予定価格の範囲内の入札書を提出した者のみ、

その後の落札者選定の対象となります。この際、予定価格及び入札価格の公表は行いま

せん。 
９）落札者の決定 

契約細則第21条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で、本件入札説明

書等で指定する性能等の要求要件のうち必須とされた項目を全て満たしている提案をした

入札者の中から、本件入札説明書等で定める総合評価の方法をもって落札者を決定します。

ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合

した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結すること

が公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められると

きは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した他の者のうち、最も高い総合評価

値となった者を落札者とすることがあります。 
 

10）入札結果の通知及び公表 
落札者及び落札金額については、落札者決定後速やかに入札参加者に文書にて通知する

とともに掲示及び四国がんセンターのホームページに掲載します。電話等による問い合わ

せには応じません。 
なお、ＰＦＩ法第8条に規定する客観的評価については、落札者との契約締結後、審査

結果及び入札状況等とあわせて公表する予定です。 
 

11）特定事業の選定の取消し 
入札参加者がない場合又は入札参加者全員の入札額が機構が設定する予定価格を越える

場合、機構は特定事業の選定を取り消すこととし、その旨を速やかに公表します。 
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５．提案内容審査 

 
（１）審査委員会の設置 

有識者等及び機構職員で構成する審査委員会を設置します。 
審査委員会は、事業者の選定基準に関する審議並びに提出された事業提案の審査を行い

ます。 
審査委員会は以下７名の審査委員で構成されます。なお、審査委員会は非公開とします。 

 
委員長 岡村 茂  （愛媛大学教育学部教授） 

委員 三浦 宏樹 （日本政策投資銀行四国支店企画調査課長） 
委員 新海 哲  （独立行政法人国立病院機構四国がんセンター 副院長） 
委員 斉藤 孝  （独立行政法人国立病院機構四国がんセンター 事務部長） 
委員 山下 千代美（独立行政法人国立病院機構四国がんセンター 看護部長） 
委員 森下 正信 （独立行政法人国立病院機構四国がんセンター 企画課長） 
委員 湯元 知一郎（独立行政法人国立病院機構本部  

中国四国ブロック事務所 施設整備課長） 
 
（２）審査の方法 

審査委員会は、提案内容に基づき基礎審査を満たしている否かを確認のうえ、定量的

審査項目における評価を行い各提案の評価点を決定します。 
機構は、その評価点を入札価格で除した値（総合評価値）を算出し、総合評価値の最

も高い者を落札者とします。 
 
（３）審査項目等 

審査項目は以下のとおりですが、具体的な内容は落札者決定基準によります。 
１）基礎審査 

以下の計画について、入札参加者の提案内容が、機構の要求する最低限の要件を全て満

たしていることを確認します。 
○事業計画に係る事項 
○施設整備計画に係る事項 
○維持管理計画に係る事項 

 
２）定量的審査 

定量的審査においては、下記項目について、審査委員会において提案内容の審査・加点

付与を行います。 
なお、必要に応じてヒアリングを実施する場合もあります。 

○事業計画に係る事項 
○施設整備計画に係る事項 
○維持管理計画に係る事項 
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（４）審査委員会事務局 

国立病院四国がんセンター 
事務部企画課（担当 三嶋） 
住 所：〒790-0007 愛媛県松山市堀之内13 
電 話：  089-932-7190（直通） 
ファックス：089-931-2428 
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６．契約に関する事項 

 
（１）契約の締結 

機構は落札者と事業契約を締結します。契約内容は、設計業務及び建設業務、工事監理

業務、維持管理業務を包括的かつ詳細に規定するものです。 
①SPC と機構は、落札者決定後 60 日以内に提案内容及び事業契約書（案）に基づいて契

約を締結しなければなりません。事業契約書において、選定事業者が遂行すべき業務内

容、金額、支払方法等を定めます。 
②契約締結に当たっては、軽微な事項を除き、落札者の入札価格及び入札説明書等に示し

た契約内容について、変更できないことに留意すること。 
③SPC が契約を締結しない場合は、機構は違約金として落札金額の 100 分の 5 に相当する

金額を請求することがあります。 
④契約締結に係る落札者側の弁護士費用、印紙代などは、落札者の負担とします。 
⑤契約締結後、契約に違反し又は入札の落札者となりながら正当な理由なくして契約を拒

み、ないしは入札等機構の業務に関し不正又は不誠実な行為をし、契約の相手方として

不適当であると認められる者については、当該事実が判明した時から最長 2 年間、機構

が実施する入札への参加が認められなくなる場合があることに留意すること。 
 
（２）特別目的会社(SPC)の設立 

本事業に係る選定の結果、落札者として決定した場合、落札者は、商法（明治 32 年法

律第 48 号）に定める株式会社として、本事業を実施する SPC を設立するものとします。 
この場合、機構は、落札者と設計業務、建設業務及び維持管理業務等、事業範囲に含ま

れる各業務を実施するに当たって必要となる事項等について落札者決定後 14 日（土曜日、

日曜日及び祝休日を除きます。）以内に基本的な協定を締結し、当該協定に規定した事項に

基づき、SPC と事業契約を締結します。 
なお、落札者となった入札参加企業又は入札参加グループの構成員は、SPC に対して必

ず出資するものとし、その出資比率は全体の 50％を超えるものとします。また、入札参加

グループの代表者の出資比率は、出資者中最大となることとします。 
 
（３）契約の概要 

１）契約金額 
契約金額は、落札者が入札書に記載された金額（入札金額）に、消費税及び地方消費税

を加算した金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金

額）とします。 
 

２）事業の遂行 
・平成１８年２月２８日までに事業契約に定められた工事を完成させること。 
・平成１８年４月１日に、機構に本施設を引き渡すこと。 
・「２（５）」に示す事業を確実に行うこと。 
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３）サービス対価の支払等 

選定事業者が実施する設計・建設費相当分及び維持管理費相当分（以下「サービス対価」

という。）の支払は、事業契約書に定めるところにより行います。 
①サービス対価の改定 

サービス対価については、物価変動のうち一定の幅を超えた部分について勘案し、事業

契約書の定めるところにより対価の変更を行います。変更方法等の詳細は、事業契約書（案）

に示すとおりです。 
②対価の支払い留保等 

機構が行う本事業のモニタリングにより、事業契約書に定められた要求水準が満たされ

ていないことが判明した場合、機構は、維持管理費相当分の支払い留保を行うことがあり

ます。詳細は、事業契約書（案）に示すとおりです。 
 

４）選定事業者の権利義務等に関する制限 
①選定事業者の契約上の地位の譲渡等 

機構の事前の書面による承諾がある場合を除き、選定事業者は契約上の地位及び権利義

務を譲渡、担保提供その他の方法により処分してはなりません。 
②SPCの株式の譲渡・担保提供等 

本事業を遂行するため設立されたSPCに出資を行った入札参加グループの構成員は、本

事業が終了するまでSPCの株式を保有するものとし、機構の事前の書面による承諾がある

場合を除き、譲渡、担保権等の設定その他一切の処分を行ってはなりません。 
③債権の譲渡 

選定事業者が、機構に対して有する職員宿舎の設計及び建設並びに維持管理業務の提供

に係る債権は、機構の事前の書面による承諾がなければ譲渡することができません。 
④債権への質権設定及び債権の担保提供 

選定事業者が、機構に対して有する職員宿舎の設計及び建設並びに維持管理業務の提供

に係る債権に対する質権の設定及びこれの担保提供は、機構の事前の書面による承諾がな

ければ行うことができません。 
 

５）機構と選定事業者の責任分担 
①基本的考え方 

本事業における責任分担の考え方は、適正なリスク分担を行うことにより、より効率的

かつ効果的な公共サービスの提供を目指すものであり、選定事業者が担当する業務につい

ては、選定事業者が責任を持って遂行し、業務に伴い発生するリスクについては、原則と

して選定事業者が負うものとします。ただし、機構が責任を負うべき合理的な理由がある

事項については、機構が責任を負うものとします。 
②予想されるリスクと責任分担 

機構と選定事業者の責任分担は、事業契約書（案）によることとし、入札参加者は負担

すべきリスクを想定した上で提案を行うものとします。リスク分担の程度や具体の内容に

ついては、事業契約書（案）に示すとおりとします。 
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③選定事業者は、保険により費用化できるリスクについては合理的な範囲で付保するも

のとします。 
 

（４）法制上及び税制上の措置並びに財政上及び金融上の支援に関する事項 
１）法制上及び税制上の措置に関する事項 

現時点では、法制上及び税制上の措置は想定していません。ただし、今後、法改正等に

よりその他の支援が適用される可能性がある場合には、機構と選定事業者で協議すること

とします。 
機構は、事業を実施するに当たって必要となる許認可等に関して、必要に応じて協力し

ます。 
２）財政上及び金融上の支援に関する事項 

本事業は、日本政策投資銀行の「民間資金活用型社会資本整備」融資等の対象となる可

能性がありますが、選定事業者が自らの責任でその活用を行うこととし、機構は同行から

の調達の可否による条件変更は行いません。 
選定事業者が、財政上及び金融上の支援を受けることができる可能性がある場合には、

機構は選定事業者がこれらの支援を受けることができるよう協力するものとします。 
機構は選定事業者に対する補助、出資、保証等の支援は行いません。 

 

25 



７．事業実施に関する事項 

 
（１）誠実な業務遂行義務 

SPCは、入札提出書類及び事業契約書に定めるところにより、誠実に業務を遂行するこ

ととします。 
 

（２）事業期間中の SPC と機構の関わり 
①本事業は、SPCの責任において実施されます。また、機構は契約に定められた方法によ

り、事業実施状況の確認を行います。 
②機構は原則としてSPCに対して連絡等を行いますが、必要に応じて機構と建設会社等と

の間で直接連絡調整等を行う場合があります。この場合において、機構と建設会社等と

の間で直接連絡調整を行った事項についてはSPCに報告します。 
③事業の継続性を確保する目的で、機構は、SPC に対し資金供給を行う金融機関等と協議

を行い、「直接契約」を締結することがあります。 
④事業計画又は契約について疑義が生じた場合、その他契約に関して紛争が生じた場合に

は、機構とSPCは誠意をもって協議するものとし、協議が整わない場合は、事業契約書

（案）に定める具体的な措置に従うものとします。 
 

（３）業務内容 
１）業務内容 

設計及び建設業務、維持管理業務については、事業契約書（案）及び要求水準書により

ます。 
２）業務の委託 

SPCは、１）に示した業務を、あらかじめ機構の承諾を得た上で、第三者に委託するこ

とができます。 
３）業務実施状況の報告等 

SPC は、契約に定めるところにより、本事業の各段階において、業務実施状況を報告し、

機構の確認を受けなければなりません。 
 
（４）機構によるモニタリング 

１）本事業の実施状況の確認 
機構は、SPC が実施する施設の設計業務及び建設業務、工事監理業務、維持管理業務に

ついて、定められた業務を確実に実施し、入札提出書類及び事業契約書に規定した要求水

準を達成しているか否かを確認するとともに、SPC の財務状況を把握するため、定期的に

モニタリングを行います。モニタリングの方法、内容等については、事業契約書（案）に

よることとします。 
 

（５）土地の使用 
職員宿舎に係る敷地については、SPCは、建設期間中無償貸借することができます。 
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８．提出書類等 

各提出書類の様式番号は、様式集に定める番号を示しています。 
 
（１）入札説明会の参加、資料の閲覧・購入及び入札説明書等に関する質問に関する提出書類 

①入札説明書等に関する説明会参加申込書【様式 1－①】 
②既存資料の閲覧申込書【様式 1－②】 
③有償資料の購入申込書【様式 1－③】 
④入札説明書等に関する質問書【様式 2－①～⑥】 

 

（２）入札参加表明・競争参加資格の確認申請時の提出書類 

①競争参加資格確認申請書（本様式） 
②競争参加資格確認資料 

競争参加資格確認申請書提出時には、競争参加資格確認資料として、次に掲げる書類を

添付すること。なお、協力会社に関しては、競争参加資格の確認に直接係わる協力会社

のみ対象とする。 
ア 入札参加表明書（様式３） 
イ 委任状（様式４） 
ウ 入札参加グループ構成員及び協力会社一覧表（様式６） 
エ 設計に当たる者の設計実績（様式７） 
オ 設計に当たる者の設計実績を証明する資料（契約書等の写し） 
カ 設計に当たる者の建築士法第23条第１項に基づく一級建築士事務所登録証の写し 
キ 設計に当たる者の平成15･16年度厚生労働省一般競争参加資格審査結果通知書の写

し 
ク 工事監理に当たる者の工事監理実績（様式８） 
ケ 工事監理に当たる者の工事監理実績を証明する資料（契約書、工事カルテ等の写し） 
コ 工事監理に当たる者の平成15･16年度厚生労働省一般競争参加資格審査結果通知書

の写し 
サ 建設業務のうち建築工事に当たる者の施工実績（様式９） 
シ 建設業務のうち建築工事に当たる者の施工実績を証明する資料（契約書、工事カル

テ等の写し） 
ス 建設業務のうち建築工事に当たる者の建設業法第３条第１項に規定する建築工事業

に係る特定建設業の許可通知書の写し 
セ 建設業務のうち建築工事に当たる者が配置（予定）する、主任技術者又は監理技術

者の監理技術者資格者証（建築）の写し（裏面含む） 
ソ 建設業務のうち建築工事に当たる者の平成15･16年度厚生労働省一般競争参加資格

審査結果通知書の写し 
タ 建設業務のうち建築工事以外の建設工事に当たる者の建設業法第３条第１項に規定

する各業に係る許可通知書の写し 
チ 維持管理に当たる者の維持管理業務実績（様式１０） 
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ツ 維持管理に当たる者の維持管理業務実績証明する資料（契約書等の写し） 
テ 維持管理に当たる者の平成16・17・18年度一般競争（指名競争）参加資格（全省庁

統一）審査結果通知書の写し 
ト 入札参加グループの構成員及び協力会社の直近１年間の法人税、法人住民税、消費

税及び地方消費税を滞納していないことを証明する書類の写し 
ナ 入札参加グループの構成員及び協力会社の会社概要（パンフレット等の使用も可能） 
ニ 入札参加グループの構成員及び協力会社の直近３期分の有価証券報告書の写

し（有価証券報告書を作成していない場合は計算書類等でも可能） 
 

（３）入札辞退時の提出書類 

入札辞退届【様式 11】 
 

（４）入札時の提出書類 

入札時に提出する入札提出書類及び提出部数は、以下のとおりです。 
①入札提出書類の提出届【様式 12】 ＜1 部＞ 

委任状【様式 13】 ＜1 部＞  
②入札書【様式 14】 ＜1 部＞ 
③要求水準書に関する誓約書【様式 15】 ＜1 部＞ 
④事業実施体制【様式 16】＜1 部＞ 
⑤事業計画に係る提案書 ＜15 部＞ 
・事業計画提案書表紙【様式 17】 
・事業スケジュール【様式 18】 
・資金調達方法【様式 19】 
・安定的な資金調達【様式 20】 
・長期収支計画【様式 21】 
・算出根拠（長期収支計画）【様式 22】 
・建設費の細目内訳表【様式 23】 
・リスクへの対応に関する提案【様式 24】 
・地域への貢献に対する提案【様式 25】 

⑥施設整備計画に係る提案書 ＜15 部＞ 
・施設整備計画提案書表紙【様式 26】 
・全体計画、施設計画、配置計画に関する提案①－全体計画の概要【様式 27】 
・全体計画、施設計画、配置計画に関する提案② 

－動線計画、病院との景観的調和【様式 28】 
・周辺環境との調和【様式 29】 
・住宅の機能性①－ゾーニング、間取り、動線計画【様式 30】 
・住宅の機能性②－院内保育所、会議室の計画【様式 31】 
・住宅の機能性③－安全性の確保【様式 32】 
・住宅の機能性④－良好な住環境の形成【様式 33】 
・建物の機能性①－躯体・材料・機器の機能性【様式 34】 
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・建物の機能性②－耐用性、フレキシビリティ【様式 35】 
・建物の機能性③－保全性（作業性／更新性）【様式 36】 
・建物の機能性④－利用用途変更への対応【様式 37】 
・地球環境への配慮【様式 38】 
・施工計画【様式 39】 

⑦施設整備計画に係る提案書（図面集） ＜15 部＞ 
・施設整備計画提案書（図面集）表紙【様式 40】 
・計画概要【様式 41】 
・配置計画（1/500）【様式 42】 
・鳥瞰図【様式 43】 
・各階平面図（1/500）【様式 44】 
・各面立面図（1/500）【様式 45】 
・断面図（1/500）【様式 46】 
・各住戸タイプ別平面図（1/100）【様式 47】 
・院内保育所・会議室平面図（1/100）【様式 48】 
・外構・緑地計画（1/500）【様式 49】 
・面積表【様式 50】 
・仕上表【様式 51】 
・日影図（等時間日影・時刻日影）【様式 52】 

⑧維持管理計画に係る提案書 ＜15 部＞ 
・維持管理計画提案書表紙【様式 53】 
・保守点検業務実施体制及び業務内容の妥当性に関する提案①－昇降機保守点検

業務【様式 54】 
・保守点検業務実施体制及び業務内容の妥当性に関する提案②－消防用設備等保

守点検業務【様式 55】 
・保守点検業務実施体制及び業務内容の妥当性に関する提案③－給水設備清掃等

業務【様式 56】 
・施設本体及び設備の維持管理マニュアルに関する提案【様式 57】 
・施設本体及び設備の長期修繕計画に関する提案【様式 58】 
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